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所
在
地
　
　
　
広
島
県
高
田
郡
吉
田
町
大
字
吉
田
字
下
迫

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
三
年

（平
５
）
九
月
を

一
九
九
四
年
三
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
⑫
広
島
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

４
　
調
査
担
当
者
　
伊
藤
公

一
。
川
崎
真
二

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代
を
江
戸
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

郡
山
城
下
町
遺
跡
は
、
広
島
県
の
北
部
中
央
の
高
田
郡
吉
田
町
に
位
置
し
、

広
島
市
街
地
の
北
東
約
四
五
酌
、
三
次
市
衝
地
の
南
西
約
二
六
肺
の
距
離
に
あ

玄

０

。

吉
田
盆
地
は
可
愛
川
と
多
治

比
川
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
沖
債

地
に
形
成
さ
れ
、
可
耕
地
や
住

宅
地
と
商

・
工
業
地
が
密
集
し

て
街
の
中
心
を
成
し
て
い
る
。

遺
跡
は
、
国
道
五
四
号
線
と

主
要
地
方
道
吉
田

・
瑞
穂
線
の

結
節
点
に
は
ど
近
く
、
標
高
は

約
二
〇
三
ｍ
前
後
で
あ
る
。
南
側
で
行
な
わ
れ
た

一
九
九
〇
を

一
九
九

一
年
度

の
調
査
で
は
、
古
代
の
条
里
制
に
関
わ
る
溝
状
遺
構
や
掘
立
柱
建
物
を
検
出
し

て
い
る
。
遺
跡
の
北
側
に
は
郡
山
が
答
え
、
戦
国
大
名
毛
利
氏
の
本
拠
地
と
し

て
著
名
で
あ
る
。

今
回
の
調
査
は
、
吉
田
郵
便
局
庁
舎
新
築
工
事
に
伴
う
も
の
で
、
調
査
面
積

は
約
二
八
〇
〇
だ
で
あ
る
。
調
査
の
結
果

・
石
敷
や
石
組
遺
構

。
礎
石
建
物

・

掘
立
柱
建
物

・
集
石
土
坑

。
自
然
流
路

・
溝
状
遺
構

・
排
水
用
の
暗
渠
な
ど
を

検
出
し
た
。

出
土
遺
物
に
は
、
土
師
器

・
須
恵
器

。
土
師
質
土
器

・
陶
磁
器
（輸
入
青
白
磁

を
含
む
）
の
他
、
木
簡

・
サ
サ
ラ
棒

。
漆
器
椀
０
一点
）
。
率
の
柄

・
下
駄

。
曲
物

・
瓦
な
ど
が
あ
る
。

古
代
の
遺
物
が
出
上
し
た
自
然
流
路

・
溝
状
遺
構
を
除
き
、
他
の
遺
構
の
成

立

・
存
続
し
た
時
代
は
、
中
世
末
ｉ
近
世
中
頃
と
思
わ
れ
る
。

木
簡
は
、
自
然
流
路
の
埋
土
上
層
か
ら
約
二
五
釦
下
の
第
三
層
内
か
ら
出
土

し
た
。
第
三
層
は
、
黒
褐
色
粘
質
上
の
中
に
砂
粒
を
多
く
含
む
層
で
、
土
層
観

察
の
結
果
、
第
四
層
と
の
境
に
凹
凸
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
水
流
が
か
な
り

あ

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
木
簡
は
二
片
に
分
離
し
て
出
上
し
、
出
土
時
に

上
側
に
な

っ
て
い
た
面
の
腐
蝕
が
著
し
い
。
第
三
ｉ
四
層
の
遺
物
は
、
堆
積
状

況
か
ら
み
て
流
れ
込
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
、
多
数
の
木
片
の
ほ
か
八
イ
九
世

紀
の
須
恵
器
片
が
出
土
し
て
い
る
。

(八雲・可部)



８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

ω
　
。
「
　
　
　
　
　
　
　
占

マ
連
千
足

高
官
郡
司
解
　
　
ロ

マ
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床
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□
□
□
□
〔連
ヵ
〕

名

□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

マ
　
ロ
ロ

〔葛
ヵ
〕
〔直
ヵ
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔首
ヵ
〕

□
木

マ
ロ
子
人
占

マ
連
千
足
海

マ
ロ

ロ
良
□
人

（∞
∞∞
）
Ｘ
］『
×
ω
　
Ｏ
騨Φ

上
端
の
一
部
と
下
半
を
折
損
し
て
い
る
ほ
か
、
腐
蝕
の
た
め
全
て
を
判
読
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、　
五
名
の
人
名
が
確
認
で
き
た
。　
ま
た
表
側
に

「解
」
の
文
字
が
判
読
で
き
た
こ
と
か
ら
、
奈
良
ｉ
平
安
時
代
の
上
申
文
書
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
下
半
部
が
折
損
し
て
お
り
、
詳
細
な
内
容
は

不
現
で
あ
る
。

当
該
地
域
は
こ
れ
ま
で
高
宮
郡
衛
推
定
地
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
今
回
出
土

し
た
木
簡
は
、
書
式
か
ら
い
え
ば
安
芸
国
府

へ
充
て
た
も
の
と
い
え
る
が
、
こ

の
地
が
国
府
と
は
考
え
が
た
い
た
め
、
文
書
木
簡
の
控
え
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「高
宮
郡
司
」
と
墨
書
さ
れ
た
木
簡
の
出
上
に
よ
っ
て
、
さ
き
の
推
定
を
裏
付

け
る
良
好
な
資
料
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
に
際
し
て
は
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
史
料
調
査
室

の
方
々
並
び
に
広
島
大
学
の
西
別
府
元
日
氏
よ
り
ご
赦
示
を
得
た
。（伊

藤
公
一
）

1993年出上の木簡

―
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